
観光客誘致拡大事業 補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条   公益社団法人宮崎市観光協会（以下、協会という）は、旅行代理店 

等が実施する各種招待事業等に対して、予算の範囲内において、 

観光客誘致拡大事業の補助金を交付するものとし、その交付に関し 

ては、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助金交付の目的） 

第２条   宮崎市への観光誘致を目指して実施される各種招待事業等に対して、 

その開催に要する経費の一部を補助し、宮崎市への観光客誘致の促進を 

図り、観光及び地域経済の振興に寄与することを目的とする。 

 

（補助金の交付対象） 

第３条   補助金の交付対象は、次の事業とする。 

ただし、会長が必要と認める場合については、この限りではない。 

１．旅行代理店、スポーツ関係団体、観光関係団体等が実施する宮崎市 

への招待事業 

２．主要旅行代理店及びキャリアが実施する集中送客宣伝事業 

３．主要協定旅館連盟が実施する行事助成事業 

 

（補助金の交付額） 

第４条   補助金に係る補助対象経費及び交付限度額については、原則として、 

別表１のとおりとする。だだし、各事業等の内容、開催意義等を勘案し、 

必要と認められるときは、別途限度額を定めるものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第５条   この補助金は、精算払いにより交付するものとする。だだし、会長が必要 

と認めるときは、概算払いにより交付することができる。 

 

（補助金の申請） 

第６条   補助金の交付を受けようとする団体（以下、交付申請団体という）は、 

あらかじめ補助金交付申請書に次の書類を添付して、協会へ提出しなけ 

ればならない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他必要と認められる書類 



（補助金の交付の決定及び通知） 

第７条   前条の申請を審査の結果、補助金を交付することが適当と認められる 

ときは、協会は交付額を決定し、補助金交付決定通知書により、交付申請 

団体に通知するものとする。 

 

（補助金の変更申請） 

第８条   交付申請団体は、交付決定の通知を受けた後に、交付事業の内容に著し 

い変更が生じた場合は、速やかに変更承認申請書を提出し、承認を受け 

なければならない。 

 

（補助金の変更交付決定） 

第９条   協会は、変更申請に係る招待事業等の内容が適正であると認めたときは、 

変更承認及び変更交付決定通知書により、交付申請団体に通知するもの 

とする。 

 

（補助金の実績報告） 

第１０条  交付申請団体は、業務を完了したときは、実績報告書に次の書類を添え 

て、完了の日から３０日までに、協会に提出しなければならない。 

（１）事業実績報告書 

（２）収支決算書 

（３）その他必要と認められる書類 

 

（補助金額の確定） 

第１１条  協会は、前条の実績報告を受理したときは、実績報告書等の審査を行い、 

      交付すべき補助金額を確定し確定通知書により、交付申請団体に通知 

      するものとする。 

   第３条第２項については、事業集客目標に達していない場合等は、 

補助金の減額を生じる。 

① 目標の８０％未満は、補助金を２割以上減額 

② 目標の７０％未満は、補助金を３割以上減額 

③ 目標の６０％未満は、補助金を４割以上減額 

④ 目標の５０％未満は、補助金額を内部基準により別途に定める 

⑤ 会長が必要と認めるときは、補助金額を変更するものとする 

 

（補助金の請求） 

第１２条  交付申請団体は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書を 

   協会に提出しなければならない。 

 



（様式） 

第１３条  補助金交付申請書、補助金交付決定通知書、変更承認申請書、変更承認 

   及び変更交付決定通知書、実績報告書および確定通知書の様式は別記に 

   定めるところによる。 

 

（委任） 

第１４条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

附則 

 この要綱は、平成１２年度の予算に係る観光客誘致拡大補助金から適用する。 

附則 

 この要綱は、平成１９年度の予算に係る観光客誘致拡大補助金から適用する。 

附則 

 この要綱は、平成２１年度の予算に係る観光客誘致拡大補助金から適用する。 

附則 

 この要綱は、平成２２年度の予算に係る観光客誘致拡大補助金から適用する。 

附則 

 この要綱は、令和２年度の予算に係る国内観光客誘致推進事業補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 １ 

 

事業区分 補助額 補助対象 

各種招待事業 
補助対象経費の 1/2以内で 

300,000円を限度とする 

旅費（交通費、宿泊費） 

借上料（バス・会場等） 

食料費 

集中送客宣伝事業 
補助対象経費の 1/2以内で 

200,000円を限度とする 

印刷費 

（パンフレット、チラシ作成等） 

広告宣伝費 

（テレビ、ラジオ、雑誌等） 

ツアー募集費（ＤＭ、郵送等） 

行事助成事業 
補助対象経費の 1/2以内で 

500,000円を限度とする 

旅費（交通費、宿泊費） 

借上料 

懇談会費 

土産品 

印刷費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


